
第９回“日本の食品”輸出 EXPO千葉県出展ブース設営・管理業務 

企画提案（プロポーザル）に係る質問に対する回答 
 

 質問 回答 

１ 「出展検討のための資料請求」を弊

社で行う事は可能でしょうか。ある

いは貴部署にてお持ちの資料を 

共有いただく事は可能でしょうか。 

（公告ページに記載の「自治体・外

郭団体の装飾規定」以外の項目で

す。具体的には、給水設備の手配の

ためのガイドライン及び床下配線・

配管用ピットとブース位置の関係

がおおよそでも分かるもの。また、

事務局経由での水道設備手配も検

討致します。） 

現時点でそのような資料は持ち 

合わせておりません。 

必要な資料については、直接事務局

へお問合せください。 

（前回出展時、出展要項及びピット

図は会期２か月前頃に事務局から

案内がありました。） 

 

 

２ 「手洗い場」は成田市ブースには 

不要でしょうか。 

千葉県と共同で使用するため、 

成田市ブースに別途設置する必要

はありません。 

３ 出展料に含まれる内訳をご教示頂

けますでしょうか。（仕様書中「注意

事項：エ(ｲ) ブース設営・管理に係

る、主催者側事務局への各種支払業

務（時間外作業量、床復旧協力費、

追加電気工事・電気使用料、給排水

工事・水道使用料、通信回線料、リ

ース備品使用料等）」について） 

→「追加電気工事・電気使用量」 と

ありますが、基本使用料や一次幹線

工事費用が出展料に含まれている

か否かをご教示下さい。 

→水道使用料についても同様にお

願い致します。 

→通信回線量については、発生した

場合にのみ支払いが発生と認識し

ております。 

仕様書４（１）に記載する出展料は、 

仕様書４（２）エ(ｲ)に記載する費用

を含みません。 

 

 

 

 

４ 会期中のゴミ処理・清掃サービスな

どについて費用等が分かる資料が

あればご教示下さい。 

１と同様です。 



５ 成田市との調整について、成田市の

入札参加資格や業務に係る届出は

不要という認識で相違ないでしょ

うか。 

相違ありません。 

 

６ 「成田市公設地方卸売市場」につき

ましては、新設の卸売市場に関する

イラストをデザインからの考案に

なりますでしょうか。 

 （インターネット上ではそれらし

いものが見つけられなかったため） 

 また、公津の杜市場も含む総合と

しての市場のプロモーションとい

う捉え方でしょうか。あるいは新設

のもののみでしょうか。 

 

成田市場ロゴマーク、うなりくん、

成田市制施行 70 周年記念ロゴマー

クを使用したデザインをご考案く

ださい。素材は必要に応じ提供いた

します。 

 また、今回の出展は、千葉県と成

田市（成田市場）であり、公津の杜

市場は含みません。 

 

 

 


